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年末年始
市の業務のお知らせ

市の主な施設の休業・休館

（土・日曜日などの定休日を含む）

施設の名称 休業・休館日

市役所（本庁・各総合支所）

12/29（水）～1/3（月）

振興センター（全地域）

保健センター（全地域）

こどもセンター

まなび学園

石鳥谷生涯学習会館

なはんプラザ

勤労青少年ホーム

ジョブカフェはなまき

ビジカフェはなまき

花巻市交流会館

文化会館 12/28（火）～1/4（火）

花巻・大迫図書館 12/28（火）～1/3（月）

石鳥谷・東和図書館 12/27（月）～1/3（月）

花巻市博物館

12/28（火）～1/1（土・祝）

宮沢賢治記念館

宮沢賢治童話村

宮沢賢治イーハトーブ館

花巻新渡戸記念館

総合文化財センター
12/28（火）～1/3（月）

高村光太郎記念館

萬鉄五郎記念美術館 12/29（水）～1/3（月）

石鳥谷歴史民俗資料館
12/29（水）～1/1（土・祝）

石鳥谷農業伝承館

南部杜氏伝承館 改修のため休館中

各体育館（総合・市民・大
迫・石鳥谷・東和）

12/29（水）～1/3（月）

石鳥谷アイスアリーナ 12/31（金）、1/1（土・祝）

石鳥谷医療センター 12/29（水）午後～1/3（月）

各斎場（大迫・石鳥谷・東和）1/1（土・祝）

しみず斎園 12/31（金）、1/1（土・祝）

窓口業務（各種届け出など）△ �

出生、婚姻などの戸籍の届け出は、年末年始の休み期間中も市

役所本庁・各総合支所の宿日直窓口で受け付けます（死亡の届け

出は市役所本庁のみ受け付け）

※�受け付けた届け出に関する手続きは、１月４日（火）以降となります△ �

12月29日（水）～１月３日（月）は、証明書コンビニ交付サービス

と、市役所本庁、なはんプラザに設置している証明書自動交付

機を停止するため、各種証明書の取得はできません

路線名 運休・ダイヤ変更日 問い合わせ

市街地循環バス
ふくろう号

12/30（木）、1/2（日）・
3（月）

8：00発と17：00発を
運休 県交通（株）花巻営

業所（☎23-1020）
12/31（金）、1/1（土・祝）

8：00発、9：00発、15：
00～17：00発を運休

市街地循環バス
星めぐり号

12/30（木）、1/2（日）・
3（月）

7：30発と16：30発を
運休 （ 株 ）東 和 町 総 合

サービス公社（☎
42-2090）12/31（金）、1/1（土・祝）

7：30発、8：30発、14：
30～16：30発を運休

岩手医科大学附
属病院利用者連
絡バス

12/30（木）～1/3（月） 全便運休
（ 株 ）東 和 町 総 合
サービス公社（☎
42-2090）

大迫花巻線
（大迫・花巻地域
間連絡バス）

12/30（木）～1/3（月）
土日祝ダイヤで運
行。花巻駅～中部
病院間は運休

県交通（株）花巻営
業所（☎23-1020）

予約乗合
バス

大迫
石鳥谷
東和
西南 12/30（木）～1/3（月）運休

予約センター（大
迫☎21-3777、石
鳥谷☎22-0900、
東和☎23-0300、
西南☎29-4100、
湯口☎29-5654）

予約乗合
タクシー

湯口

コミュニティバスなどの運休・ダイヤ変更

※�県交通が運行する路線バスの年末年始ダイヤは、県交通のホームページでご確認ください

人員約 660 人、車両 64 台が集結

花巻市消防出初式を行います

　花巻の安心・安全を守る消防関係者が一堂に会

します。

【日時】�１月９日（日）、午前10時

【会場】�文化会館大ホール

※�分列行進は午前11時20分ごろ文化会館を出発

し、消防本部前を通り、花巻郵便局（上町）まで

行います

【問い合わせ】�消防本部総務課（☎22-6122）

搬入先 受け入れ日 受け入れ時間
岩手中部クリーンセンター

（燃やせるごみ、可燃性の粗大ごみ）
12/29（水）・30（木）、
1/3（月）

8：30～17：00

花巻市清掃センター
（燃やせないごみ、不燃性の粗大ごみ、資源ごみ）

12/29（水） 8：30～12：00

△

持ち込みごみの受け入れ

ごみ収集と持ち込みごみの受け入れ

　12月29日（水）～１月３日（月）の家庭ごみ収集日と各施設の受け入

れ日は次のとおりです。

【問い合わせ】�清掃センター（☎31-2114）△

資源（衣類等のみ）の収集日

△

燃やせるごみの収集日

収集日 収集区域

1/3（月） 燃やせるごみを月曜日に収集する区域

収集日 収集区域

12/29（水） 全区域
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新型コロナウイルス感染症対策関連事業のお知らせ

■�給付額・上限額　売り上げを比較する月を

含む任意の連続する３カ月の売上合計を前

年または前々年同期の売上合計から差し引

いた額…１店舗当たり10万円が上限（複数

店舗を有する場合は１事業所当たり50万

円）

■�申請方法　花巻商工会議所で受け付けてい

る県の地域企業経営支援金の申請と併せて

必要書類を提出

■申請期限　12月28日（火）　

　花巻商工会議所では市の支援を受け、岩手

緊急事態宣言の発令により、経営に影響が生

じた市内飲食店や自動車運転代行業を営む事

業者を対象に「飲食店等緊急経営支援金」を支

給しています。

■�対象　次の要件を全て満たす事業者

　�

▲

市内に本店または主な事業所を有してい

る事業者

▲

主な業種が飲食店または自動車

運転代行業を営む事業者

■�売上要件�次のいずれかの要件を満たす事

業者　 �▲

令和３年８・９月のいずれか１カ月の売

り上げが前年または前々年同月と比較して

50㌫以上減少している事業者

▲

令和３年

８・９月を含むいずれか連続する３カ月(例

… ▽６～８月 ▽７～９月 ▽８～10月 ▽９～

11月）の売り上げの合計が前年または前々

年同期と比較して30㌫以上減少している事

業者

申請期限は

12月
28日 飲食店等緊急経営支援金

対象事業者に最大10万円を支給

＊�必要書類などは花巻商工
会議所ホームページに掲
載しています
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【問い合わせ】�花巻商工会議所（緯23-3381）

■上限額　

◦�１店舗当たり上限額…特例分40万円（通常

分30万円）

◦�１事業者当たり上限額（複数店舗を有する

場合）…特例分200万円（通常分150万円）

※�支援金算定期間に岩手緊急事態宣言期間が
含まれる場合は、特例分が適用になります

■�申請方法

　 ▽ �申請期限…令和４年１月14日（金）

　※土・日曜日、祝日を除く

　 ▽受付時間…午前９時～午後４時

　 ▽受付場所…�花巻商工会議所本所、同会議

所各支所

��� 　 ▽ ���予約方法…花巻商工会議所本所（☎
23-3381）、同会議所各支所〔大迫（☎48-

3230）、石鳥谷（☎45-4488）、東和（☎42-

3155）〕に電話で予約

　花巻商工会議所では「地域企業経営支援金」

を支給。これまで令和４年３月までとしてい

た支援金算定期間を令和３年10月までに短縮

して実施します。

■�対象　県の支援対象業種に定められている

中小企業者

■�売上要件�次のいずれかの要件を満たす事業者　 �▲

令和３年４月～10月の間のいずれか１カ

月の売り上げが前年または前々年同月と比

較して50㌫以上減少している事業者

▲

令和

３年４月～10月までの間のいずれかの連続

する３カ月の売り上げの合計が前年または

前々年同期と比較して30㌫以上減少してい

る事業者

■�給付額　令和３年４月～10月の間で、売り

上げを比較する月を含む任意の連続する３

カ月の売上合計を前年または前々年同期の

売上合計から差し引いた額

申請期限は

１月14日 県の地域企業経営支援金
支援金算定期間が令和３年10月までに短縮されました

【問い合わせ】�花巻商工会議所（緯23-3381）


